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税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
28
年

度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
率
が
次

の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

・
原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
二
輪

車
等
の
新
税
率
は
、
表
１
の
と

お
り
で
す
。

・
三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年

４
月
１
日
以
後
に
新
車
登
録
を

し
た
車
両
か
ら
新
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　
　

ま
た
、
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め

る
観
点
か
ら
新
車
登
録
後
13
年

を
経
過
し
た
車
両
に
つ
い
て
、

重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

①
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
新

車
登
録
し
た
軽
自
動
車
＝
表
２

の
現
行
税
率

②
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
新

車
登
録
し
た
軽
自
動
車
＝
表
２

の
新
税
率

③
①
の
う
ち
、
新
車
登
録
か
ら
13

年
を
経
過
し
た
軽
自
動
車
＝
表

２
の
重
課
税
率

④
②
の
う
ち
、一
定
の
環
境
性
能
を

有
す
る
軽
自
動
車
（
平
成
28
年

度
の
み
）
＝
表
３
の
軽
課
税
率

　

市
で
は
、
交
通
遺
児
お
よ
び
母

子
家
庭
（
父
子
家
庭
を
含
む
）
な

ど
の
児
童
を
対
象
に
、
高
等
学
校

な
ど
（
高
等
専
門
学
校
、
高
等
専

修
学
校
お
よ
び
特
別
支
援
学
校
の

高
等
部
を
含
む
）
に
入
学
ま
た
は

在
学
中
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て

無
利
子
で
資
金
の
貸
付
を
行
っ
て

い
ま
す
。

◆
貸
付
金
の
種
類

・
修
学
資
金

　

限
度
額　

月
額
１
万
５
０
０
０
円

・
入
学
一
時
金

　

限
度
額　

20
万
円

◆
償
還
方
法

　

卒
業
後
１
年
据
え
置
き
、
10
年

以
内
に
償
還

◆
貸
付
対
象

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
方
が
対
象
で
す
。

①
高
等
学
校
等
に
入
学
ま
た
は
在

学
す
る
交
通
遺
児
、
母
子
家
庭

の
子
女
で
あ
る
こ
と
。

②
市
内
に
住
民
登
録
し
て
い
る
こ
と
。

③
他
の
奨
学
金
の
貸
付
を
現
に
受

け
て
い
な
い
、
ま
た
は
受
け
な

い
こ
と
。

④
扶
養
者
の
前
年
の
所
得
が
所
得

制
限
限
度
額
（
扶
養
者
が
い
な

い
場
合
２
５
０
万
円
、
扶
養
者

が
い
る
場
合
に
は
２
５
０
万
円

に
配
偶
者
控
除
額
お
よ
び
扶
養

控
除
額
を
加
算
し
た
額
）
以
下

で
あ
る
こ
と
。

※
貸
付
金
額
お
よ
び
貸
付
要
件
、

添
付
書
類
な
ど
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、5
⒇
１
６
１
０
へ
。

軽
自
動
車
税
の

税
率
が
変
わ
り
ま
す

交
通
遺
児
・
母
子
家
庭
な
ど
に

奨
学
資
金
を
貸
付
し
ま
す

表１
車　　種 現行税率 新税率

原動機付自転車
50cc 以下 1,000 円 2,000 円
90cc 以下 1,200 円 2,000 円
125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊自動車
農耕作業用のもの 1,600 円 2,400 円
その他のもの 4,700 円 5,900 円

軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
小型二輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

表２
車　　種 ①現行税率 ②新税率 ③重課税率

軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

軽四輪乗用
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

軽四輪貨物
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

表３

車　種
④軽課税率

ア イ ウ

軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円

軽四輪乗用
自家用 2,700円 5,400円 8,100円

営業用 1,800円 3,500円 5,200円

軽四輪貨物
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

営業用 1,000円 1,900円 2,900円

ア．電気自動車、天然ガス自動車（平成21年排出ガス
規制適合かつ平成21年排出ガス基準窒素酸化物
10％以上低減）

イ．乗用：平成32年度燃費基準＋20％達成
	 貨物：平成27年度燃費基準＋35％達成
ウ．乗用：平成32年度燃費基準達成
	 貨物：平成27年度燃費基準＋15％達成
※イ、ウについては、平成17年排出ガス規制適合かつ
平成17年排出ガス基準窒素酸化物等75％低減

お問い合わせは、市民税課（２階）
☎（20）１５７７、5（20）１６０９へ。




